
種類 制度など 支援内容 問い合わせ先

給付

出産や育児に不安を抱
える妊産婦の方々に 妊産婦特別支援給付金

令和2年8月31日までに妊娠届出書を提出した方または、令和2年4月28日以降に
出産した方で、令和2年4月27日において本市に居住しかつ住民基本台帳に登録さ
れている方に、妊産婦1人につき3万円（多胎妊娠の場合は3万円に子の数を乗じた
額）支給します。

健康増進課健康増進班
☎0475(72)8321

ひとり親世帯の子育て
負担の増加や収入の減
少に対する支援

ひとり親世帯臨時特別
給付金

基本給付
①令和2年6月分の児童扶養手当受給者の方（支給済）
②公的年金等を受給しているひとり親の方
③新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準となっている方
１世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を給付します。
追加給付
①、②に該当する方のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少
した方に1世帯5万円を追加給付します。

子育て支援課児童家庭班
☎0475(70)0331

休業等による収入減で
住居を失う恐れがある 住居確保給付金

家賃相当額を支援します。
支給期間＝原則３か月（最長９か月まで）
支給額（上限額）＝単身世帯37,200円

2人世帯45,000円、3～5人世帯48,400円
要件＝誠実かつ熱心な求職活動

社会福祉課社会福祉班
☎0475(70)0330
市生活相談センターリンクサポート
☎0475(72)5439

休業期間中に賃金が支
払われない

新型コロナウイルス感
染症対応休業支援金・
給付金

事業主の指示により休業した中小企業の労働者のうち休業中に賃金を受け取れ
なかった従業員に対し、休業前賃金の8割（日額上限11,000円）を支給します。

新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金コールセンター
☎0120(221)276

療養のため仕事ができ
ず給与がもらえない 傷病手当金

市国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入している被用者（給付の支払
いを受けている方）で、令和２年１月１日から令和２年９月30日の間に新型コロナ
ウイルス感染症に感染した、または感染が疑われ、療養のために連続４日以上仕
事ができなかった方に傷病手当金を支給します。ただし、給与の全部または一部
を受けることができる場合は、傷病手当金の支給額が調整される場合や支給さ
れない場合があります。
※適用期間は延長される場合があります。

市民課国保班
☎0475(70)0334
市民課高齢者医療年金班
☎0475(70)0336

貸付

休業等で収入が減少
し、一時的に資金が必
要

緊急小口資金
（特例の貸付）

緊急かつ一時的に生計を維持するための資金を貸し付けします。
20万円以内を無利子、無担保で貸付
据置期間1年以内、返済期間2年以内
※受付期間9月30日まで

市社会福祉協議会
☎0475(72)1995

失業等により生活が困
窮、生活費が必要

総合支援資金
（特例の貸付）

生活再建までの間に必要な生活費を貸し付けします。
月15万円以内（単身世帯）、月20万円以内（複数世帯）を無利子、無担保で貸付
※原則3か月以内　据置期間1年以内、償還期間10年以内
※受付期間9月30日まで

市社会福祉協議会
☎0475(72)1995

猶予
・
免除
・
その他
特例
措置

猶予 地方税 １年間、地方税の徴収猶予を受けることができます。令和２年２月１日から令和３年
１月３１日までに納期限が到来する地方税が対象。

税務課滞納整理班
☎0475(70)0323

減免

国民健康保険税
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な
傷病を負った場合や主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合、申請によ
り減免になります。

税務課市民税班
☎0475(70)0321

後期高齢者医療保険料 市民課高齢者医療年金班
☎0475（70）0336

介護保険料 高齢者支援課介護保険班
☎0475(70)0309

国民年金保険料 収入源となる業務の喪失や売り上げ減少等、所得が相当程度減少した場合は、
簡易な手続きにより免除申請ができます。

ねんきん加入者ダイヤル
☎0570(003)004
千葉年金事務所
☎043(242)6320
市民課高齢者医療年金班
☎0475(70)0336

軽減
固定資産税

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年間分に限り、
償却資産と事業用家屋の固定資産税を軽減します。 税務課資産税班

☎0475(70)0322特例の拡大・延長 生産性向上に向けた中小事業者等の新規設備投資を促進するため、特例の対象
に事業用家屋と構築物が追加され、さらに期限を２年間延長します。

特例の期間延長 軽自動車税 軽自動車税の環境性能割の軽減措置が令和３年３月３１日まで延長されました。

税務課市民税班
☎0475(70)0321

寄付金控除の特例
個人住民税

政府の自粛要請等を受けてイベント等（※）が中止、延期となった際、チケットの
払い戻しを辞退した場合、確定申告を行うことで個人住民税の寄付金控除が受け
られます。（※）国が指定するものに限られます。

住宅ローン控除の特例 入居開始が遅れた場合でも要件を満たした上で入居し確定申告を行うことで、特
例措置の対象となります。

上下水道使用料の
支払い期限延長 上下水道使用料 収入が減少し、一時的に上下水道使用料の支払いが困難な方に対し、支払い期

限の延長（猶予）の相談に応じます。

〈使用料関係〉
お客様センター（料金委託業者）
☎0475(50)4132
〈上水道〉
山武郡市広域水道企業団
☎0475(55)7853
〈下水道（地下水のみ使用の場合）〉
下水道課管理班
☎0475(77)6880

ガス料金の特例措置 ガス料金 生活福祉資金貸付や国、県の給付金または融資制度の適用を受け、一時的に支
払いが困難な方を対象に、ガス料金の支払い期限を１か月延長します。

ガス事業課
☎0475(72)1131
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〈
行
政
提
案
型
事
業
テ
ー
マ
〉

・
お
で
か
け
マ
ッ
プ
の
作
成

　
市
内
飲
食
店
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グ
ル
メ
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観
光
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ポ
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ト
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紹
介
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を
作
成
し
、
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Ｎ
Ｓ
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す
る
。
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参
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と
し
て
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え
ら
れ
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よ
う
、
地
域

や
職
場
に
お
け
る
啓
発
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行

う
。
特
に
、
市
内
事
業
所
へ
の
啓

発
や
市
民
意
識
調
査
の
実
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に
重

点
を
置
い
た
取
り
組
み
を
行
う
。

・
日
本
語
教
室
の
運
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要
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持
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る
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を
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９
月
17
日
㈭

▼
そ
の
他
＝
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。
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。
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◇
心
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い
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み
in
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里
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し
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れ
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ー
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ン
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し
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す
。
ま
ず
は
、
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踏
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出
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せ
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か
。
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９
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30
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時
〜
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場
＝
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▼
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師
＝
阿
部
　
達
明
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ひ
き

こ
も
り
家
族
会
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

▼
募
集
人
数
＝
先
着
10
人
程
度

※

送
迎
に
つ
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い
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不
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出
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、
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援
者

※

市
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住
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市
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は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
参
加
費
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無
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◇
今
後
の
事
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開
催
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①
ひ
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も
り
家
族
の
集
い
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＝
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月
５
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㈪
、12
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７

日
㈪
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時
〜
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▼
会
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＝
中
央
公
民
館
講
堂

▼
講
師
＝
阿
部
　
達
明
氏（
ひ
き

こ
も
り
家
族
会
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）　

▼
募
集
人
数
＝
先
着
10
人
程
度

▼
対
象
＝
ひ
き
こ
も
り
の
家
族
を

抱
え
た
方
、支
援
者

②
第
一
回
大
網
白
里
市
住
民
協
働

事
業
市
民
公
開
講
座

「
ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
方
に

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
〜
背
景
・

理
解
・ア
プ
ロ
ー
チ
〜
」

▼
日
時
＝
10
月
16
日
㈮
13
時
30
分

〜
15
時

▼
会
場
＝
保
健
文
化
セ
ン
タ
ー
　

３
階
ホ
ー
ル
ほ
か

▼
講
師
＝
平
田
　
智
子
氏（
千
葉

市
ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
）

※

講
座
終
了
後
に
個
別
相
談
会
を

予
定
。先
着
３
組
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
た
め
、や
む
を
得
ず
内
容

を
変
更
・
中
止
等
の
場
合
が
あ
り

ま
す
。事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

〈
共
通
事
項
〉

▼
申
込
方
法
＝
氏
名
・
住
所
・
年

齢
を
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ

ー
ル
に
て
事
前
に
申
し
込
み

▼
参
加
費
＝
無
料

申
・
問
特
定
非
営
利
活
動
法
人
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男女共同参画だより
　令和元年９月に市内に住所のある
事業所を対象に男女共同参画に関す
る意識調査を行いました。その結果の
一部を紹介します。
　事業所における女性活躍推進の状
況を確認するため、「女性従業員を積
極的に採用したり、管理職へ登用する
などの女性従業員の活躍推進に取り
組んでいますか」との質問を行いまし
た。その結果、「積極的に取り組んで
いる」または「ある程度取り組んでい
る」と回答した事業所は６割を超えて
おり、多くの事業所で女性従業員の
活躍推進に取り組んでいることが分
かりました。
　また、女性活躍推進の取り組みに

よる成果についても質問したところ、
「優秀な人材を確保できた」、「職場
の雰囲気が良くなった」、「業務の改
善につながった」などの回答が多くな
りました。
　女性が働きやすい職場は、男性も
含む全ての従業員にとって働きやす
い職場になるようです。
　事業所を対象とした意識調査で
は、ワーク・ライフ・バランスの取り組
み状況等についての質問も行ってい
ます。詳細な結果については、市ホー
ムページで確認することができますの
で、ご覧ください。
問地域づくり課市民協働推進班
　☎０４７５（７０）０３４２

あんとんねぇさ～
「九十九里地域認知症家族の会」in大網白里市

　認知症の方を介護されている方同士で、介護の悩みや
困っていることなどを語り合ってみませんか。
▶日時＝９月10日㈭13時30分～15時
▶会場＝小規模多機能型居宅介護支援事業所かきつばた
「カフェかきつばた」
▶内容＝認知症の個別相談、参加者同士の交流
▶対象＝認知症の方（疑いを含む）を介護している方
※個別相談を希望する方は予約制となります。希望しない
場合は事前連絡の必要はありません。

問地域包括支援センター
　☎０４７５（７０）０４３９
　　０４７５（７０）１０９３
　在宅介護支援センターおおあみ緑の里
　☎０４７５（７３）５１４６
　在宅介護支援センター杜の街
　☎０４７５（７０）１６６６

〈事例〉
　格安スマホ会社のチラシを見て、電話で
契約内容について問い合わせた上でイン
ターネットから申し込んだ。「ＳＩＭカードを
入れ替えるだけで使える。通信状態は変わ
らず今より利用料金が安くなる。通話は1回
10分以内であれば無料」との説明だったの
で、今までの携帯電話と同じ通話方法で
使っていた。しかし契約後、２か月間で２万
７千円もの高額な通話料金を請求された。
そこで契約書をよく読むと「通話を無料に
するには特定のアプリを使用しなければい
けない」と注意事項が記載されていた。
〈ひとことアドバイス〉
　「いつでもサポートを受けられる」、「今
までと同じように使える」といった契約時の
説明により、消費者が格安スマホ会社にも
今までの携帯電話会社と同様のサービス
があり、利用方法が変わらないと認識して
いるケースが見られます。格安スマホ会社
のホームページやパンフレットを見て、利用
方法やサービス内容をよく確認しましょう。
　無料通話は、格安スマホ会社独自のアプ
リケーションを使うことや、電話番号の前に
特定の番号を打ち込むこと等、指定された
通話方法でないと、予期せぬ高額請求を受
ける可能性があるため注意が必要です。
　格安スマホ会社は実店舗を持たないこと
が多く、問い合わせ方法が電話やメール、

ホームページ上に設定されているチャット等
に限られているケースがあり、対面でのサ
ポートは行われていない場合があります。
　青少年向けのフィルタリング機能等、今ま
での携帯電話会社では無料で提供されて
いるサービスが、格安スマホ会社では有料
のオプションとされている場合もあるため、
希望するものがあれば契約前に確認しま
しょう。
　格安スマホ会社の音声通話付き通信契
約は、電気通信事業法の「初期契約解除
制度」の対象です。契約書面の受領日もし
くはサービス提供開始日のいずれか遅い日
を初日とする８日以内に、契約している格安
スマホ会社に契約解除を行う旨の書面を出
すことで、無条件に通信契約を解除するこ
とができます。ただし、端末代金や利用し
たサービス料、事務手数料、ＳＩＭカード発
行手数料、その他諸費用を支払う必要があ
ります。
〈参考資料：ウェブ版国民生活　４月号
Ｎｏ．93より〉
◇市消費生活センター
▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮
10時～12時、13時～16時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝０４７５（７０）０３４４
問地域づくり課市民協働推進班
　☎０４７５（７０）０３４２

格安スマホの契約～今までの携帯電話との違いを確認して～

こちらは消費生活センターです！こちらは消費生活センターです！地域包括支援センターだより
今からできる介護の心構え
　今は健康そのものに見える方
でも、急な病気やけがなどで、
いつ介護が必要になるか分か
りません。万が一の備え、元気
なうちから介護に関する心構え
をしておくことが大切です。
◇備忘録に書き留めておきま
しょう
　高齢になると体調や心身の状
態に変化が起こってきます。その
状態を書き留めておくと、変化や
予兆にいち早く気付くこともあり
ます。また、本人の意向を書き留
めておくのも｢その人らしさ｣を大
切にする介護へつながります。
〈例〉
・通院している医療機関と主
治医
・過去のけがや病気、アレル
ギーについて
・薬について気を付けること
・体調不良や気分の変化など
・治療方針について
・日常生活に関する相談先と
交友関係
・金銭管理について
◇介護について家族で話して
おきましょう
　世間話の延長で話題にしてい

るうちに、本人の希望する介護
環境が見えてくることもあります。
「考えを聞いてみる」というところ
から始めてはいかがでしょうか。
〈例〉
・介護に関する考え方
・介護を受けるとしたらどんな
環境がいいか
・誰に介護してほしいか
・介護に関するお金の使い道
　介護は家族の協力で成り立
ちますが、それぞれの事情もあり、
型どおりに進めることは容易なこ
とではありません。費用や時間な
どの負担が偏らないよう調整も
必要です。切迫した状態になる
前から、家族間で気兼ねなく話
し合える関係づくりが大切です。
　高齢者の相談窓口として、成
年後見制度の説明や各種相談
を受け付けています。お気軽に
ご相談ください。
問地域包括支援センター
　☎０４７５（７０）０４３９
　在宅介護支援センター
　おおあみ緑の里
　☎０４７５（７３）５１４６
　在宅介護支援センター杜の街
　☎０４７５（７０）１６６６

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内 2020年9月特集号

積極的に取り組んでいる
34.1%

どちらともいえない
9.1%

あまり取り組んでいない
12.5%

取り組んでいない
18.2%

ある程度取り組んでいる
26.1%

令和元年度事業所意識調査より

世帯や個人の皆様へ 休業や無給・減給などで生活への不安や生活資金の不足、税金や保険料の納付、学校・保育のことでお困り
の皆様への支援を実施しています。支援内容の詳細は担当部署に問い合わせください。

◇一般的な相談
〈厚生労働省相談窓口〉　▶受付時間＝９時～21時（㈯・㈰・祝日も実施）　☎0120(565)653　〈千葉県相談窓口〉　▶受付時間＝24時間（㈯・㈰・祝日も実施）　☎0570(200)613
◇新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合
　以下のいずれかに該当する場合は、すぐにご相談ください。
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。　・重症化しやすい方（※）で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある場合。
（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。
・上記以外の方で発熱やせきなど比較的軽い風邪の症状が続く場合。
〈山武保健所〉　▶受付時間＝９時～17時（平日のみ）　☎0475(54)0611　　0475(52)0274

　感染者の公表は、地域保健法で定められた都道府県や指定都市、中核市、特別区の保健所を所管する地方地自体が行っており、市内で感染者が確認された場合は、千葉県が公表す
る情報をもとに、市ホームページに感染者情報を掲載しています。
　千葉県は、感染症法および千葉県情報公開条例に基づき、感染拡大の防止に必要な範囲で、プライバシーの保護や風評被害に留意しながら、感染者に関する情報を公表しているため、
感染者の市内における居住地域や行動履歴等は原則として公表されていません。
　市民の皆さんにおいても、個人の詮索、誹謗中傷や風評被害につながるような行動は慎んでいただくと共に、引き続き感染症対策に努めていただくようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

新型コロナウイルス感染者の公表について
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